
日亜化学工業からの提訴に対する当社の見解について

日亜化学工業株式会社（本社・徳島県阿南市、小川英治社長）は、同社の特許権を侵害してい

るとする台湾最大の LED メーカー、エバーライト・エレクトロニクス社（以下、「エバーライ

ト社」）の白色 LED 製品（以下、「本件製品」）を、当社が輸入販売しているとして、10 月 4

日付けで東京地方裁判所に対し、当社を被告とする 2件の特許権侵害差止等請求訴訟を提起し

ました。

【訴訟の内容】

日亜化学工業は、本件製品を当社が輸入販売しており、本件製品が、日亜化学工業が有する特

許権 ( 登録番号 4530094 号 ) を侵害しているとして、当社に対し、本件製品の譲渡等の差し

止めとともに本件製品在庫の廃棄及び損害賠償としてそれぞれ 50万円の支払いを求めており

ます。

【当社の見解】

①当社は、エバーライト社と直接の取引関係はありません。

②当社は、本件製品の譲渡等を行った事実はなく、譲渡等の申出を行った事実もありません。

③日亜化学工業は事実関係の調査を著しく懈怠し、当社に対し、何ら請求、打診等の無いまま

　提訴に至ったものであり、上記の理由により日亜化学工業により提起された訴訟は、誠に不

　当な訴訟と考えております。従いまして、当社は、提起された訴訟につき全面的に争う方針

　であります。
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